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監 査 公 表 第 １ ３ 号
令 和 ３ 年 ３ 月 26日 監 査 公 表 第 ６ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ６ 月 25日
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 財 第 1 7 2 号
令 和 ３ 年 ４ 月 28日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
財 政 援 助 団 体 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ３ 月 15日 付 け ２ 福 監 第 359号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

財 政 援 助 団 体 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
監 査 対 象 団 体 公 立 大 学 法 人 会 津 大 学
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 １ 月 22日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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健 康 診 断 委 託 料 の 支 出 時 期 に 著 し く 適 今 般 の 事 案 は 、 担 当 職 員 の 会 計 事 務 に
正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 関 す る 理 解 不 足 及 び 事 務 処 理 状 況 の 組 織
「 事 実 」 的 な チ ェ ッ ク 体 制 が 不 十 分 で あ っ た こ と
令 和 元 年 度 各 種 健 康 診 断 委 託 料 の 支 払 が 原 因 で す 。

い に つ い て 、 令 和 元 年 11月 実 施 分 （ 委 託 （ 処 理 状 況 ）
料 3 , 6 9 7 , 7 6 0円 ） に つ い て は 支 払 期 限 か 今 般 の 事 案 を 受 け 、 遅 延 利 息 も 含 め た
ら ３ か 月 以 上 、 令 和 ２ 年 １ 月 実 施 分 （ 委 委 託 料 全 額 （ 3 , 8 4 1 , 8 6 5円 ） を 令 和 ２ 年
託 料 117 ,205円 ） に つ い て は 支 払 期 限 か ら ６月１日に支出したことを確認しました。
２ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 っ て お り 、 遅 延 ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 所 属 職 員
利 息 26 , 9 0 0円 が 発 生 し て い る 。 を 対 象 と し た 会 計 事 務 研 修 や コ ン プ ラ イ
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 ア ン ス 関 係 研 修 の 実 施 、 支 払 関 係 書 類 の
委 託 料 の 支 払 事 務 に つ い て は 、 関 係 規 指定場所での保管の徹底、定期的ミーティ

程 等 に 基 づ き 、 速 や か に 処 理 す る こ と 。 ン グ の 開 催 を 通 じ た 上 司 に よ る 業 務 処 理
状 況 の 確 認 、 さ ら に は 、 請 求 書 の 処 理 状
況 の 上 司 に よ る 定 期 的 な チ ェ ッ ク な ど に
取 り 組 ん で い る こ と を 確 認 し ま し た 。
（ 今 後 の 対 応 ）
当 該 法 人 が 関 係 法 令 に 基 づ き 適 正 に 事

務 処 理 を 行 う よ う 指 導 し て ま い り ま す 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ４ 号
令 和 ３ 年 ３ 月 26日 監 査 公 表 第 ５ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 19 9条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ６ 月 25日
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 病 第 2 2 4 号
令 和 ３ 年 ４ 月 30日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文 □印
公 営 企 業 に 係 る 定 期 監 査 結 果 の 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ３ 月 15日 付 け ２ 福 監 第 358号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 機 関 県 立 宮 下 病 院

監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 １ 月 ７ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
固 定 資 産 の 管 理 ・ 経 理 に 著 し く 適 正 を 今 回 の 事 実 は 、 固 定 資 産 の 耐 用 年 数 、

欠 い て い る も の が あ る 。 種 類 及 び 財 源 を 誤 認 し た こ と と 、 組 織 的
「 事 実 」 な チ ェ ッ ク が 十 分 に 機 能 し な か っ た こ と
建 物 に つ い て 、 固 定 資 産 台 帳 に 誤 っ た に よ り 生 じ た も の で す 。

耐 用 年 数 を 登 録 し た た め 、 過 年 度 の 減 価 （ 処 理 状 況 ）
償 却 費 が 過 大 又 は 過 少 と な っ て お り 、 ま 誤 っ た 固 定 資 産 の 耐 用 年 数 や 種 類 、 財
た 、 減 価 償 却 費 に 対 応 す る 財 源 の 収 益 化 源 の 登 録 に つ い て は 、 令 和 元 年 度 中 に 固
額 の 計 上 が 漏 れ て い た も の が あ る 。 そ の 定 資 産 台 帳 及 び 仕 訳 を 修 正 し 、 そ の 後 は

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こ と に 伴 っ て 、 一 般 会 計 負 担 金 の 繰 入 額 修正後の情報を基に適正に会計処理を行っ
に 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 て お り ま す 。
な お 、 令 和 元 年 度 に 上 記 に 係 る 修 正 処 （ 今 後 の 対 応 ）

理 を 行 っ て お り 、 過 年 度 損 益 修 正 益 （ 修 今 後 は 管 理 職 を 含 め 複 数 職 員 に よ る 確
正 損 ） を 計 上 し て い る （ 過 年 度 損 益 修 正 認 を 徹 底 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ
益 3 4 , 4 8 2 , 2 9 7 円 、 過 年 度 損 益 修 正 損 き適正な管理・経理に努めてまいります。
25 9 , 4 0 2円 ） 。
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」
固 定 資 産 の 管 理 ・ 経 理 に 当 た っ て は 、

関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

２ 監 査 対 象 機 関 県 立 南 会 津 病 院
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 ２ 月 ５ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
貸倒引当金にかかる決算事務において、 今 回 の 事 実 は 、 貸 倒 引 当 金 計 上 時 の 算

牽 制 体 制 が 機 能 し て お ら ず 、 収 益 の 算 出 定 誤 り と 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク が 十 分 に 機
に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 能しなかったことにより生じたものです。
「 事 実 」 （ 処 理 状 況 ）
前 回 の 監 査 に お い て 貸 倒 引 当 金 の 算 定 誤 っ て 算 定 し た 固 定 資 産 及 び 流 動 資 産

誤 り に つ い て 指 導 が あ っ た に も か か わ ら の 貸 倒 引 当 金 に つ い て 、 令 和 ３ 年 ３ 月 １
ず 、 決 算 事 務 に お い て チ ェ ッ ク 体 制 が 機 日 に 正 し い 金 額 に 修 正 す る と と も に 、 過
能 し て お ら ず 、 固 定 資 産 及 び 流 動 資 産 の 大 に 算 出 し た 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 相 当 額 を
貸 倒 引 当 金 の 算 定 を 誤 り 、 そ れ に 伴 っ て 過 年 度 損 益 修 正 損 に 計 上 し ま し た 。
貸倒引当金戻入益を過大に算出している。 （ 今 後 の 対 応 ）
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 今 後 、 貸 倒 引 当 金 に つ い て は 決 算 事 務
決 算 事 務 に 当 た っ て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 処 理 要 領 に 加 え 、 新 た に 令 和 ２ 年 度 に 作

を 確 立 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う 成 し た 貸 倒 引 当 金 処 理 の チ ェ ッ ク 表 に よ
こ と 。 り 事 務 処 理 を 行 い 、 管 理 職 を 含 め 複 数 職

員 に よ る 確 認 を 徹 底 す る と と も に 、 関 係
規 程 に 基 づ き 適 正 な 処 理 に 努 め て ま い り
ま す 。

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
そ の 他 流 動 資 産 の 保 全 管 理 及 び 記 録 に 今 回 の 事 実 は 、 そ の 他 流 動 資 産 に 計 上

著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 し た 源 泉 所 得 税 の 保 全 管 理 及 び 記 録 に つ
「 事 実 」 い て 、 組 織 的 な 管 理 が 十 分 に 行 わ れ て こ
病 院 が 過 年 度 に お い て 立 替 金 で 納 入 し な か っ た こ と に よ り 発 生 し た も の で す 。

た 非 常 勤 職 員 （ 医 師 ） に 係 る 所 得 税 の う （ 処 理 状 況 ）
ち 1 , 0 8 5 , 8 0 5円 に つ い て 、 納 付 等 の 記 録 本 事 案 に つ い て は 、 令 和 ２ 年 11月 11日
が 残 っ て お ら ず 、 納 付 義 務 者 ご と の 納 付 に 事 案 発 生 当 時 の 経 緯 を 確 認 し 、 納 付 義
状 況 が 把 握 さ れ て い な い な ど 適 切 な 債 権 務 者 ご と の 納 付 状 況 等 の 確 認 作 業 を 実 施
の 管 理 が 行 わ れ て い な い 。 し て い ま す 。
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 （ 今 後 の 対 応 ）
そ の 他 流 動 資 産 の 保 全 管 理 及 び 記 録 に 今 後 、 そ の 他 流 動 資 産 の 保 全 管 理 及 び

当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 記 録 に 当 た っ て は 、 管 理 職 を 含 め た 複 数
う と と も に 、 納 付 義 務 者 ご と の 納 付 状 況 職 員 に よ る 確 認 の 徹 底 及 び 関 係 規 程 に 基
を 把 握 し 適 切 に 処 理 す る こ と 。 づ く 適 正 な 処 理 に 努 め る と と も に 、 確 認

し た 納 付 状 況 等 を 基 に 適 切 に 処 理 を 行 い
ま す 。

（ 監 査 総 務 課 ）


